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第１部－第２ 平和・人権施策の推進 
 

 

Ⅰ まちづくり指標 

 

行   政  指  標 
計画策定時の状

況（平成１２年） 

前期実績値 

（平成１５年） 
中期実績値 

（平成１８年） 

目標値 

（平成２２年） 

平和推進関連事業の参加者

数 
２，１１０人 ２，４６０人 ３，６４８人 ４，０００人 

  憲法施行記念事業、平和祈念式典、平和展、市民海外インターンシップ制度、地球市民講座など平和推進

関連事業への参加者数です。これまで市と市民が協働体制で取り組んできた事業が定着したことや、新たな事業

の展開によって、参加者数は次第に増加しています。今後も、「積極的平和」（注１）の実現をめざし、市民が「地球

市民」（注２）として、自主的に取り組める事業を展開することにより、草の根の広がりのある平和施策を推進して

いきます｡ 
 

（注１）積極的平和：平和を、単に戦争などの直接的暴力がない状態だけではなく、構造的暴力の元で引き起こさ

れる環境・差別・難民・経済格差などの諸問題を含めて広義にとらえる考え方。 

 

（注２）地球市民：異なる人種・民族・文化・歴史などを尊重し理解し合い、同じ地球上に住む一人の人間として互

いを認め合う意識を持つ人々を指す。 

 

 

Ⅱ 施策・主な事業の体系 
 

1 平和意識の醸成 

（1）「三鷹市における平和施策の

推進に関する条例」に基づく平和

施策の推進 

 ①「三鷹市における平和施策の推進に関する条例」に基づく平和施

策の推進 

（2）平和教育・平和事業の充実 ◎ ①三鷹ネットワーク大学の活用 

（「第7部－第1 生涯学習の推進」参照） 

  ②教育資料の作成（教員用・生徒用、既存資料を含む。） 

（3）地球市民意識の醸成 ※ ①地球市民意識の醸成（「第1部－第1 国際化の推進」参照） 

（4）地球環境に関する意識の醸成  ①環境学習・啓発の推進（「第4部－第1 環境保全の推進」参照） 

 

２ 人権意識の啓発 
 

◎ ①人権意識の総合的啓発 

◎ ②心のバリアフリーの推進（「第5部－第1 地域福祉の推進」参照）

（1）人権意識の総合的啓発 

◎ ③人権教育の充実（「第6部－第3 魅力ある教育の推進」参照） 

（2）人権を尊重する男女平等意識

の醸成 

 ① 人権を尊重する男女平等意識の醸成 

（「第1部－第3 男女平等社会の実現」参照） 

（3）障がい者の人権尊重 

    

◎ ①権利擁護センターみたかの運営の充実 

（「第5部－第1 地域福祉の推進」参照） 

（4）外国籍市民等の人権尊重  ① 外国籍市民等の人権確保に関連する法制度の改善要請 

（「第1部－第1 国際化の推進」参照） 

◎ ①権利擁護センターみたかの運営の充実 

（「第5部－第1 地域福祉の推進」参照） 

（5）高齢者の人権尊重  

 ②「みたか高齢者憲章」に基づく高齢者施策の推進 

（「第5部－第2 高齢者福祉の充実」参照） 
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◎ ①「三鷹子ども憲章（仮称）」の制定と憲章に基づく子ども施策の推

進（「第6部－第1 子どもの人権の尊重」参照） 

※ ②子ども自身の力を高めるプログラムの普及 

（6）子どもの人権尊重 

 ③「子どもの権利条約」の啓発と推進 

（「第6部－第1 子どもの人権の尊重」参照） 

  

３ 平和事業の推進  

（1）平和基金の活用  ①平和基金の活用による平和事業の積極的展開 

（2）平和事業の推進 ◎ ①積極的平和推進事業の拡充 

 ※ ②市民海外インターンシップ制度の実施 

 ※ ③「世界の子ども達のための平和の文化と非暴力の国際10年」の

推進 

  ④語り継ぐ体験事業の充実 

  ⑤平和展、平和資料の保管・展示・貸出 

  ⑥市内の戦争遺跡の記録と紹介 

  ⑦憲法施行記念事業の実施 

  ⑧戦没者追悼式並びに平和祈念式典の見直し 

 ①住民協議会などの平和事業への支援 （3）平和活動への支援          

   ②世界連邦運動協会活動への支援 

 

４ 平和交流の推進 

 ①国内外のＮＧＯ・ＮＰＯ、自治体への国際協力・支援の検討 （1）自治体間での平和交流の推進 

 ②非核宣言自治体連絡協議会への積極的参加 

（2）国際交流活動の推進  ①国際交流活動の推進 

（「第1部－第1 国際化の推進」参照） 

（3）平和情報コーナーの充実 ※ ①平和情報コーナーの充実 

 

 

Ⅲ 主要事業（◎で示しています：事業内容は、追加・変更のあったもののみ記載） 
 
２－(１)－① 人権意識の総合的啓発 

 

 

３－(２)－① 積極的平和推進事業の拡充 

 
Ⅳ 新規・拡充事業（※で示しています：事業内容は、追加・変更のあったもののみ記載） 
 

２－(６)－② 子ども自身の力を高めるプログラムの普及 

 

 

３－(２)－② 市民海外インターンシップ制度の実施 

 

 

３－(２)－③ 「世界の子ども達のための平和の文化と非暴力の国際１０年」の推進 

 

  

４－(３)－① 平和情報コーナーの充実 

 


